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9-11  健康管理情報の取扱い 

 

 

 

健康情報の取扱いについて、図表 9-12「関連告示・指針等」欄参照 

 

①は、個人情報保護法を受けて、雇用管理の場における基本的取扱いを規定

した指針であり、「利用目的の特定の仕方、本人同意を得る方法、事業者の個

人データの管理上の留意事項、委託先の管理、第三者提供にあたっての留意事

項、保有データの開示、苦情等について」それぞれ事業者が適切に取り扱うた

めの指針を明らかにしている。②留意事項通達は、健康管理情報の取扱いに関

して、「診断名や検査値等の生データの取扱いは、産業医や産業看護職に行わ

せることが望ましい」、③指針（平成20.1.31公示）は、「就業上の措置の実施に当

たって、関係者に健康情報を提供する必要がある場合には、その健康情報の範

囲は必要最小限とする」、④労働者の心の健康の保持増進のための指針（平成

18.3.31公示）は、メンタルヘルスに関する労働者の個人情報は、健康情報を含む

ものであり、その取得、保管、利用等において特に適切に保護しなければなら

ないが、その一方で、メンタルヘルス不調の労働者への対応に当たっては、労

働者の上司や同僚の理解と協力のため、当該情報を適切に活用することが必要

となる場合もある等として、労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族から

取得する際に留意すべき事項等について、詳細な取扱い上の指針を示している。 


